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東京都市計画道路幹線街路環状第６号線の変更について（東京都決定） 

 

１ 変更概要 

  東京都より、東京都市計画道路幹線街路環状第６号線（以下、環状第６号線という。）の未整

備区間である品川区大崎一丁目から大崎五丁目の約１９０メートルの区間について、現況にお

いて東京都の道路構造条例等を満たし、安全かつ円滑な交通が確保されていること等が確認

されたため、現道合わせとする都市計画変更案（東京都決定）が示された。 

  また、平成 10 年の都市計画法改正に伴い、車線数を定めるよう努めることが同法施行令で

規定されたことを受け、全線に渡り車線数を４車線及び６車線に決定する都市計画変更案につ

いても併せて示されている。 

  なお、今回の都市計画変更案については、都市計画法第 21 条第 2 項において準用する同

法第 18条第 1項の規定により、東京都から中野区に対する意見照会があったものである。 

 

 

２ 都市計画の案 

  別紙（総括図、計画書） 

 

 

３ 中野区に係る変更内容 

  車線数  （変更前） 指定なし ⇒ （変更後） ４車線 

（中野区においては弥生町一丁目から東中野四丁目までの区間） 

   

 

４ 今後のスケジュール 

令和５年１１月１７日 中野区ホームページに都市計画案の縦覧・意見募集の記事掲載 

１１月２０日 中野区報に都市計画案の縦覧・意見募集の記事掲載 

１２月 １日 都市計画案の縦覧・意見募集開始（令和５年１２月１５日まで） 

令和６年 １月以降  東京都都市計画審議会（諮問） 

都市計画決定及び告示 

















東京都市計画道路の変更（東京都決定）  

東京都市計画道路中、幹線街路環状第６号線を次のように変更する。 

種

別 

名  称 位    置 区 域 構     造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における鉄道等 

との交差の構造 
 

環６ 
環状 

第６号線 

品川区 

東品川 

二丁目 

板橋区 

氷川町 

目黒区中目黒四丁目 

中野区本町二丁目 

新宿区中落合三丁目 

約 19,990ｍ 地表式 ４車線 40ｍ 

京浜急行電鉄本線と立体交差 

東日本旅客鉄道東海道本線と立体交差 

東海旅客鉄道東海道新幹線、東日本旅

客鉄道横須賀線と立体交差 

東日本旅客鉄道山手線と立体交差 ２箇所 

東急電鉄池上線と立体交差 

東急電鉄目黒線と立体交差 

東急電鉄東横線、東京地下鉄日比谷

線と立体交差 

小田急電鉄小田原線と立体交差 

東日本旅客鉄道総武線、中央本線と

立体交差 

西武鉄道新宿線と立体交差 

西武鉄道池袋線と立体交差 

東武鉄道東上線と立体交差 

自動車専用道と立体交差８箇所 

幹線街路放射第３号線と立体交差 

幹線街路補助線街路第５号線と立体交差 

幹線街路補助線街路第 49 号線と立体交差 

幹線街路放射第４号線と立体交差 

 

幹

線

街

路 

 



「区域及び構造は、計画図表示のとおり」 

理由：必要な都市計画道路幅員や機能が確保されていることが確認されたため変更する。 

 

 

 

 

 

幹線街路放射第５号線と立体交差 

幹線街路補助線街路第 25 号線と立体交差 

幹線街路補助線街路第 60 号線と立体交差 

幹線街路放射第７号線と立体交差 

幹線街路放射第８号線と立体交差 

幹線街路と平面交差 32箇所 

車線の数の内訳 

４車線 約 17,720ｍ   

６車線 約 2,270ｍ   

そ の 他 

 

 

支線１ 

目黒区 

大橋 

一丁目 

目黒区 

大橋 

一丁目 

 約 170ｍ 地表式 ４車線 22ｍ 

 

幹線街路と平面交差１箇所 

 

 

支線２ 

目黒区

青葉台

四丁目 

目黒区

青葉台

四丁目 

 約 70ｍ 地表式 １車線 ８ｍ 

 

幹線街路と平面交差１箇所 

 

 

支線３ 

目黒区 

大橋 

二丁目 

目黒区 

大橋 

二丁目 

 約 80ｍ 地表式 ２車線 10ｍ 

 

幹線街路と平面交差１箇所 

 

 



変更概要 

名  称 変 更 事 項 

環状第６号線 

１ 延長の変更   約 20,050 ｍ→約 19,990ｍ  

２ 一部線形の変更 品川区大崎一丁目～品川区大崎三丁目（中心線の振れ 最大約 43ｍ） 

３ 車線の数の決定 ４車線（一部、６車線） 

４車線（支線１、目黒区大橋一丁目地内） 

１車線（支線２、目黒区青葉台四丁目地内） 

２車線（支線３、目黒区大橋二丁目地内） 
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